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【
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
商
品
及
び
役
務
の
区
分
】

【
第
類
】

【
指
定
商
品
（
指
定
役
務
）】

【
商
標
登
録
出
願
人
】

（【
識
別
番
号
】）

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

（【
国
籍
】）

〔
省

令
〕

〇
商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
経
済
産
業
七
）

J

〔
告

示
〕

〇
指
定
統
計
調
査
の
結
果
の
公
表
等
に
関
し

報
告
を
受
け
た
事
項
を
告
示（
総
務
九
四
）

M

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁建

設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
関
係

J
Q

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

K
I

特
殊
法
人
等

税
理
士
登
録
者
・
証
票
無
効
・
登
録
ま
つ

消
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
公
示
送
達
関
係

J
J
L

地
方
公
共
団
体

公
債
償
還
（
埼
玉
県
・
東
京
都
区
）、
行

旅
死
亡
人
関
係

J
J
N

会
社
そ
の
他

J
J
O

会
社
決
算
公
告

J
J
R

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
号

商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
商
標
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、

第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
四

項
、
第
六
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項

中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と

し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
願
書
は
、様
式
第
三
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
五
項
中
「
か
ら
様
式
第
二
十
八
ま
で
」
を
「
か
ら
様
式
第
二
十
八
の
二
ま
で
」
に
、「
様
式
第
六
十
一

の
五
」
を
「
様
式
第
六
十
一
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
九
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
第
四
項
」
を
加
え
る
。

様
式
第
三
の
備
考
１
中「

代
理
人
に
よ
る
と
き
は
、「【
商
標
登
録
出
願
人
】」の「【

代
表
者
】」の

欄
及
び
印
は
不
要

と
し
、
代
理
人
に
よ
ら
な
い
と
き
は「【
代
理
人
】」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
」

を「「商
標
法
第
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
」
は
、
登
記
事
項
証
明
書
等
と
す
る
」

に
改
め
る
。

様
式
第
三
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
３
の
２
（
第
２
条
関
係
）

【
書
類
名
】
地
域
団
体
商
標
登
録
願

（【
整
理
番
号
】）

（【
提
出
日
】
平
成

年
月

日
）

【
あ
て
先
】
特
許
庁
長
官

殿

˜
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